
令和７年度 事業計画  

 

<活動方針> 

 青少年育成鳥取市民会議は、昭和４６年に発足して以来５０年余りの間、各地区協議会や

青少年育成団体等と連携・協力して青少年の健全育成に取り組んできた。令和５年５月に、

コロナ感染症法上の扱いが５類になって以降、社会生活もほぼコロナ禍前の生活に戻り、地

域での伝統行事や体験活動等にも取り組まれるようになっている。 

 近年、青少年を取り巻く環境は、情報化の急速な発達により、多くの情報が溢れ、複雑化・

多様化している。特に、スマートフォン、SNS 利用の普及等により、トラブルや犯罪に青少

年が巻き込まれる事案や誹謗中傷等の事案が発生するなど、新たな課題が生じているが、様々

な問題が表面化せず、周りの大人も気づかない状況にある。 

また、少子化や核家族化等、様々な社会の変化は、地域社会における人間関係の希薄化、

生活体験や自然体験をする機会の減少等に大きな影響を与えている。 

このため、家庭はもとより、学校や地域との連携協力関係をこれまで以上に強化しながら、

「地域の子どもは地域で守り育てる」という視点を一層深め、それぞれの立場から積極的に

青少年に関わり、青少年が豊かな情操と優れた創造性、社会性を身につけ、自立を図るため

に青少年を共に育んでいく地域ぐるみの青少年育成市民運動を推進する。 
 
<重点目標> 

・家庭を振り返り、家族のより良い関係づくりの推進 
・青少年の豊かな心を育む活動の推進 
・青少年を非行から守る環境づくりの推進 
・市民会議の広報・啓発活動の推進 

 

１ ｢家庭の日｣（第３日曜日）の普及   

市民会議テーマ ～毎日の家族の会話でつながる家庭～ 

令和７年度の「家庭の日」 

4/20,  5/18,  6/15,  7/20,  8/17,  9/21,  10/19,  11/16,  12/21,  1/18,  

2/15,  3/15 

＊市民会議主催事業である作文コンクールを中心とした「家庭の日」の啓発 

＊市報による作文募集（７月）や入賞者の掲載（３月）による広報 

＊「家庭の日」絵画・ポスター作品募集・展示による啓発 

 

２ 地区組織と活動の充実  

 （１）小・中学校児童生徒の社会参加活動 

     ＊郷土芸能の伝承、祭等の地区行事への参画、スポーツ大会や地区運動会への参

加促進等により、奉仕、協力、連帯感の育成等の意識啓発を図る。 

     ＊青少年と大人が一体となった地域活動の推進 

  



 

 （２）非行や問題行動等の防止対策の推進 

     ＊あいさつ運動、声かけ運動等 

＊安全確保のための下校時、夜間（夏季）のパトロール等の実施 

＊スマートフォンや SNS の適切な利用と、有害情報から青少年を守る活動              

      

 （３）青少年のための明るいまちづくり事業の推進 

     ＊２地区指定による事業の重点推進・・・富桑地区（２年次） 

                        米里地区（１年次） 

 

３ 青少年育成団体活動の推進  

  ＊青少年団体・グループ活動の活性化と支援 

  ＊環境浄化活動の促進 

＊非行防止の啓発活動 

  ＜青少年団体活動助成事業の活用＞   

   

４ 青少年育成県民会議との連携  

＊「家庭の日」絵画・ポスターコンクールの審査・推薦 

＊「高校生あいさつ・交通マナー運動」への参加協力 

＊スマートフォンによるトラブル防止の啓発物の配布 

 

５ 啓発活動の推進  

＊青少年育成鳥取市民会議だよりの発行（５月） 

＊市報・報道機関等への情報提供 

＊ホームページの活用による情報発信 

 

６ 会員の加入促進と啓発強化  

＊市民会議の趣旨に賛同する会員（個人・団体・事業所）の加入促進 

＊会員の広報（ホームページ、会員を証明するシール等の発行） 

 

 


